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出資法人経営評価委員会設置要項 

 

（設置） 

第１条 「出資法人の経営評価の実施に関する要綱」（平成１９年６月１日制定）に基

づき、出資法人の経営状況を分析・評価するとともに、経営改善策の検討・助言等を

行うため、出資法人経営評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１）経営指標等の分析による経営状況の評価 

 （２）組織体制、人員体制等の組織運営上の課題検討 

 （３）事業効果や公益性の程度等の分析による行政的評価 

 （４）評価の低い出資法人の経営改善策の検討・助言 

 （５）経営が悪化した出資法人に対する経営分析と改革案の作成 

 （６）改革プランの点検評価 

 （７）その他必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 評価委員会は、委員４人をもって組織する。 

２ 委員は、総務部次長（人事課長事務取扱及び財政課長事務取扱となる次長を除く。

以下同じ。）、政策企画グループ政策参事、行政経営管理課長、出納局管理課長とす

る。 

 

（委員長） 

第４条 評価委員会に委員長を置き、総務部次長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名す

る委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を評価委員会の会議に出席させ、説

明又は意見を求めることができる。 

 

（書面による議決） 

第６条 委員長は、評価委員会を招集することができないと認めるときは、議事の内容

を明らかにした議案書その他必要な資料を委員に送付し、その意見を徴し、その結果

をもって委員会の議決とすることができる。 
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２ 前項の規定により議決を行った場合、委員長は議決の結果を委員に報告しなければ

ならない。 

 

（庶務） 

第７条 評価委員会の庶務は、総務部行政経営管理課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要項に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

   附 則 

 この要項は、平成１９年６月１日から実施する。 

   附 則 

 この要項は、平成２１年２月１０日から実施する。 

   附 則 

この要項は、平成２２年４月１日から実施する。 

   附 則 

この要項は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 

この要項は、平成２８年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要項は、令和２年１１月４日から実施する。 


